
令和６年３月定例月議会議案一覧 

 

議案番号 件   名 

議案１２ 副市長の選任について 

議案１３ 公平委員会の委員の選任について 

議案１４ 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

議案１５ 豊明市犯罪被害者等支援条例の制定について 

議案１６ 
豊明市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部
改正について 

議案１７ 豊明市土地区画整理事業業務代行者選定委員会設置条例及び豊
明市立地適正化計画策定委員会設置条例の一部改正について 

議案１８ 豊明市地域公共交通会議設置条例の一部改正について 

議案１９ 豊明市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

議案２０ 豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する
条例の一部改正について 

議案２１ 豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部改正について 

議案２２ 豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関
する条例の一部改正について 

議案２３ 豊明市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正
について 

議案２４ 豊明市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改
正について 

議案２５ 豊明市国民健康保険税条例の一部改正について 

議案２６ 豊明市文化会館条例の一部改正について 

議案２７ 豊明市子ども医療費支給条例の一部改正について 

議案２８ 豊明市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正につい
て 

議案２９ 豊明市介護保険条例の一部改正について 

議案３０ 豊明市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例の一部改正について 



議案３１ 
豊明市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、
設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに
係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
等を定める条例の一部改正について 

議案３２ 豊明市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正につ
いて 

議案３３ 豊明市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

議案３４ 令和５年度豊明市一般会計補正予算（第１２号）につい
て 

議案３５ 令和５年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算（第２
号）について 

議案３６ 令和５年度豊明市介護保険特別会計補正予算（第３号）
について 

議案３７ 令和５年度豊明市後期高齢者医療特別会計補正予算（第
３号）について 

 



議案第１２号  
 
   副市長の選任について  

下記の者は、令和６年３月３１日任期満了となるので、同人を再任する

ものとする。  
 
  令和６年２月２６日提出  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典      
 

記  
住  所   豊明市沓掛町  
氏  名   土 屋 正 典  
生年月日   
 
   説 明  

この案を提出するのは、地方自治法第１６２条の規定に基づき、議会の

同意を得るため必要があるからである。  



議案第１３号  

 
   公平委員会の委員の選任について  
 下記の者は、令和６年３月３１日任期満了となるので、同人を再任するもの

とする。  

 
  令和６年２月２６日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市沓掛町  

氏  名   近 藤  靖  
生年月日    

 
   説 明  

 この案を提出するのは、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、議

会の同意を得るため必要があるからである。  

 
 

 



議案第１４号  

 
固定資産評価審査委員会の委員の選任について  

固定資産評価審査委員会の委員早川要氏は、令和６年４月２３日任期満了と

なるので、下記の者を選任するものとする。  

 
令和６年２月２６日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典     

 
記  

住  所   豊明市栄町  

氏  名   林  知 孝  
生年月日    

 
説 明  

この案を提出するのは、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、議会の

同意を得るため必要があるからである。  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 













議案第１６号 

 

   豊明市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

 豊明市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を別添のよう

に定めるものとする。 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律等の一部改正に伴い必要があるからである。 



豊明市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

    

豊明市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年豊明市条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

第２条に次の２号を加える。 

（５） 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号

利用事務をいう。 

（６） 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報

をいう。 

第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用

事務」に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個

人番号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個

人情報」に改め、同項ただし書中「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人

情報」に改める。 

附 則 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から

施行する。 

 



     

議案第１７号 

 

   豊明市土地区画整理事業業務代行者選定委員会設置条例及び豊明市立地

適正化計画策定委員会設置条例の一部改正について 

豊明市土地区画整理事業業務代行者選定委員会設置条例及び豊明市立地適正

化計画策定委員会設置条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、機構改革に伴い必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

豊明市土地区画整理事業業務代行者選定委員会設置条例及び豊明市立地

適正化計画策定委員会設置条例の一部を改正する条例 

 

（豊明市土地区画整理事業業務代行者選定委員会設置条例の一部改正） 

第１条 豊明市土地区画整理事業業務代行者選定委員会設置条例（平成３０年

豊明市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第９条を削り、第１０条を第９条とする。 

（豊明市立地適正化計画策定委員会設置条例の一部改正） 

第２条 豊明市立地適正化計画策定委員会設置条例（平成３０年豊明市条例第

６号）の一部を次のように改正する。 

第１０条を削り、第１１条を第１０条とする。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



議案第１８号 

 

豊明市地域公共交通会議設置条例の一部改正について 

 豊明市地域公共交通会議設置条例の一部を改正する条例を別添のように定め

るものとする。 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

 この案を提出するのは、道路運送法の一部改正に伴い必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊明市地域公共交通会議設置条例の一部を改正する条例 

 

豊明市地域公共交通会議設置条例（平成３１年豊明市条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１号中「乗合」及び「、運賃、料金」を削る。 

第１０条を削り、第１１条を第１０条とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第１９号  
 
   豊明市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  
 豊明市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別添のように

定めるものとする。  
 
  令和６年２月２６日提出  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典      
 

   説 明  

 この案を提出するのは、地方自治法の一部改正に伴い改正する必要があるか

らである。  

 
 

 



豊明市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  
 
 豊明市職員の育児休業等に関する条例（平成４年豊明市条例第１号）の一部

を次のように改正する。  
 第７条第２項中「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任

用職員を除く。）」を削る。 

   附 則  
 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



議案第２０号  

 
   豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部改正について  

 豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例を別添のように定めるものとする。  

 
  令和６年２月２６日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
   説 明  

 この案を提出するのは、豊明市特別職報酬審議会による答申を受け改正する

必要があるからである。  



豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一 

部を改正する条例（案） 

 

豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和４

９年豊明市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「４９９ , ０００円」を「５００，０００円」に、「４４５ , ０００

円」を「４４６，０００円」に、「４０５，０００円」を「４０６，０００円」

に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



議案第２１号 

 

   豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について 

豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例を別添のように定めるものとする。 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、市街地整備アドバイザーを廃止するために必要があ

るからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例 

 

豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和

４７年豊明市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

別表市街地整備アドバイザーの項を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



議案第２２号  
 
   豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部改正について  
 豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を別添のように定めるものとする。  
 
  令和６年２月２６日提出  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典      
 
   説 明  
 この案を提出するのは、地方自治法、豊明市職員の給与に関する条例及び豊

明市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任用等に関する条例の

一部改正に伴い必要があるからである。  
 
 



豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

 

 豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令 

和元年豊明市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

第１５条第１項中「この条」の次に「及び次条第１項」を加え、同条の次に

次の１条を加える。 

（勤勉手当） 

第１５条の２ 給与条例第２１条の規定は、任期の定めが６月以上の職員につ

いて準用する。この場合において、同条第３項中「それぞれの基準日現在に

おいて職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額」とあるのは、「それぞれその基準日（退職し、又は死亡した職員にあっ

ては、退職し、又は死亡した日）以前６月以内の在職期間において、第７条

の規定により支給された報酬（第８条に規定する初任給調整に係る報酬、第

１１条に規定する時間外勤務に係る報酬、第１２条に規定する休日勤務に係

る報酬、第１３条に規定する夜間勤務に係る報酬及び第１６条に規定する特

殊勤務に係る報酬を除く。）の１月当たりの平均額（１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額）」とする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項において準用する給与条例第２１条

の規定による勤勉手当の支給について準用する。 

第２０条中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

別表１の表から３の表までを次のように改める。 

１ 行政職報酬表（一） 

号給 報酬月額 

円

１ １６２，１００

２ １６３，２００

３ １６４，４００



４ １６５，５００

５ １６６，６００

６ １６７，７００

７ １６８，８００

８ １６９，９００

９ １７０，９００

１０ １７２，３００

１１ １７３，６００

１２ １７４，９００

１３ １７６，１００

１４ １７７，６００

１５ １７９，１００

１６ １８０，７００

１７ １８１，８００

１８ １８３，２００

１９ １８４，６００

２０ １８６，０００

２１ １８７，３００

２２ １８９，６００

２３ １９１，８００

２４ １９４，０００

２５ １９６，２００

２６ １９７，９００

２７ １９９，４００

２８ ２００，９００

２９ ２０２，４００

３０ ２０３，８００

３１ ２０５，２００

３２ ２０６，６００



３３ ２０８，０００

３４ ２０９，３００

３５ ２１０，６００

３６ ２１１，９００

３７ ２１３，２００

３８ ２１４，４００

３９ ２１５，６００

４０ ２１６，７００

４１ ２１７，８００

４２ ２１８，９００

４３ ２１９，９００

４４ ２２０，９００

４５ ２２１，８００

４６ ２２２，７００

４７ ２２３，６００

４８ ２２４，５００

４９ ２２５，４００

５０ ２２６，３００

５１ ２２７，２００

５２ ２２８，１００

５３ ２２８，９００

５４ ２２９，８００

５５ ２３０，７００

５６ ２３１，５００

５７ ２３１，８００

５８ ２３２，６００

５９ ２３３，３００

６０ ２３３，９００

６１ ２３４，５００



６２ ２３５，２００

６３ ２３５，８００

６４ ２３６，３００

６５ ２３６，８００

備考 この表は、他の報酬表の適用を受けないすべての職員に適用する。 

２ 行政職報酬表（二） 

号給 報酬月額 

円

１ １４７，１００

２ １４８，１００

３ １４９，１００

４ １５０，１００

５ １５１，２００

６ １５２，３００

７ １５３，４００

８ １５４，４００

９ １５５，３００

１０ １５６，４００

１１ １５７，５００

１２ １５８，６００

１３ １５９，５００

１４ １６０，６００

１５ １６１，８００

１６ １６２，９００

１７ １６４，０００

１８ １６５，４００

１９ １６６，７００

２０ １６７，９００

２１ １６９，０００



２２ １７０，２００

２３ １７１，４００

２４ １７２，６００

２５ １７３，７００

２６ １７５，２００

２７ １７６，７００

２８ １７８，２００

２９ １７９，６００

３０ １８１，０００

３１ １８２，５００

３２ １８４，０００

３３ １８５，４００

３４ １８７，１００

３５ １８８，８００

３６ １９０，５００

３７ １９２，２００

３８ １９３，３００

３９ １９４，７００

４０ １９５，８００

４１ １９６，８００

４２ １９８，２００

４３ １９９，４００

４４ ２００，６００

４５ ２０２，１００

４６ ２０３，１００

４７ ２０４，０００

４８ ２０５，１００

４９ ２０６，２００

５０ ２０７，２００



５１ ２０８，１００

５２ ２０９，１００

５３ ２１０，２００

５４ ２１１，２００

５５ ２１２，１００

５６ ２１３，０００

５７ ２１３，９００

５８ ２１４，５００

５９ ２１５，２００

６０ ２１６，０００

６１ ２１６，８００

６２ ２１７，３００

６３ ２１７，８００

６４ ２１８，３００

６５ ２１８，８００

６６ ２１９，４００

６７ ２２０，０００

６８ ２２０，５００

６９ ２２０，８００

７０ ２２１，１００

７１ ２２１，４００

７２ ２２１，７００

７３ ２２１，９００

７４ ２２２，３００

７５ ２２２，６００

７６ ２２３，０００

７７ ２２３，２００

備考 この表は、運転手、調理員、清掃手、用務員その他の職員で市長が規

則で定めるものに適用する。 



３ 教育職報酬表 

号給 報酬月額 

円

１ １９８，０００

２ ２００，２００

３ ２０２，３００

４ ２０４，６００

５ ２０６，７００

６ ２０８，９００

７ ２１１，０００

８ ２１３，２００

９ ２１５，４００

１０ ２１７，９００

１１ ２２０，３００

１２ ２２２，５００

１３ ２２５，０００

１４ ２２６，７００

１５ ２２８，２００

１６ ２２９，８００

１７ ２３１，５００

１８ ２３２，９００

１９ ２３４，１００

２０ ２３５，４００

２１ ２３７，２００

２２ ２３８，９００

２３ ２４０，６００

２４ ２４２，３００

２５ ２４３，８００

２６ ２４５，９００



２７ ２４７，８００

２８ ２４９，８００

２９ ２５１，５００

３０ ２５４，０００

３１ ２５６，４００

３２ ２５８，９００

３３ ２６１，３００

３４ ２６３，８００

３５ ２６６，１００

備考 この表は、豊明市立小・中学校に勤務する教員補助員及びこれらに準

ずる業務に従事する職員で市長が規則で定めるものに適用する。 

 別表４の表中「２９０,０００」を「２９３,０００」に、別表５の表中「３

７８,０００」を「３８２,０００」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （令和７年３月３１日までの間における地域手当相当額に関する特例） 

第２条 令和７年３月３１日までの間における地域手当相当額の支給に関する

次の表の左欄に掲げる規定の適用については、この規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 

第５条第２項 １００分の１５ １００分の１５を超えない範囲内

で市長が規則で定める割合 

（委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が規則で定める。 

 



議案第２３号  

 
   豊明市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正について 
 豊明市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例を

別添のように定めるものとする。  

 
  令和６年２月２６日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
   説 明  
 この案を提出するのは、豊明市特別職報酬審議会による答申を受け改正する

必要があるからである。  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



豊明市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条 

例 

 

 豊明市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例（昭和４９年豊明市条例 

第２９号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「６月に支給する場合には１００分の１６２．５、１２月に 

支給する場合には１００分の１７２．５」を「１００分の１７０」に改める。 

 別表中「９８５,０００円」を「９８７，０００円」に、「８０４,０００円」 

を「８０６，０００円」に、「７４０,０００円」を「７４２，０００円」に改 

める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



議案第２４号  

 
   豊明市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正につい

て  

 豊明市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

を別添のように定めるものとする。  

 
  令和６年２月２６日提出  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
   説 明  

 この案を提出するのは、地域手当に関する特例について改正する必要がある

からである。  



豊明市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例 

 

豊明市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和２年豊明市条例

第２７号）の一部を次のように改正する。 

附則第２条（見出しを含む。）中「令和６年３月３１日」を「令和７年３月

３１日」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 









議案第２６号 

 
   豊明市文化会館条例の一部改正について 
 豊明市文化会館条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 

 
  令和６年２月２６日提出 

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
   説 明 
 この案を提出するのは、豊明市文化会館の附属設備として、カラオケ機材を

導入することに伴い、使用料を定めるため必要があるからである。 



   豊明市文化会館条例の一部を改正する条例 

 

  豊明市文化会館条例（平成５年豊明市条例第２３号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第２その他の部その他の款に次のように加える。 

 
附  則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 
 

８２ カラオケ機材 １式 500

 
８２ カラオケ機材 １式 500

 
 ８２ カラオケ機材 １式 500

 











議案第２９号  
 
   豊明市介護保険条例の一部改正について  
 豊明市介護保険条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 
 
  令和６年２月２６日提出  
 

豊明市長  小 浮 正 典      
 
   説 明  
 この案を提出するのは、第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定にお

ける介護保険料の改定に伴い必要があるからである。  



豊明市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

豊明市介護保険条例（平成１２年豊明市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

第６条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同項第１号中「３０，６００円」を「３１，４００円」

に改め、同項第２号中「４４，２００円」を「４５，４００円」に改め、同項

第３号中「４７，６００円」を「４５，７００円」に改め、同項第４号中「６

１，２００円」を「６２，９００円」に改め、同項第５号中「６８，１００円」

を「６９，９００円」に改め、同項第６号中「８１，７００円」を「８３，８

００円」に改め、同号イ中「又は」を「、」に改め、「第１２号イ」の次に「、

第１３号イ又は第１４号イ」を加え、同項第７号中「８８，５００円」を「９

０，８００円」に改め、同号イ中「又は」を「、」に改め、「第１２号イ」の

次に「、第１３号イ又は第１４号イ」を加え、同項第８号中「９５，３００円」

を「９７，８００円」に改め、同号ア中「２９０万円未満」を「３２０万円未

満」に改め、同号イ中「又は」を「、」に改め、「第１２号イ」の次に「、第

１３号又は第１４号イ」を加え、同項第９号中「１０２，１００円」を「１１

１，８００円」に改め、同号ア中「３２０万円未満」を「４２０万円未満」に

改め、同号イ中「又は」を「、」に改め、「第１２号イ」の次に「、第１３号

イ又は第１４号イ」を加え、同項第１０号中「１０８，９００円」を「１２５，

８００円」に改め、同号ア中「５００万円未満」を「５２０万円未満」に改め、

同号イ中「又は」を「、」に改め、「第１２号イ」の次に「、第１３号イ又は

第１４号イ」を加え、同項第１１号中「１２２，５００円」を「１３９，８０

０円」に改め、同号ア中「８００万円未満」を「６２０万円未満」に改め、同

号イ中「又は」を「、」に改め、「次号イ」の次に「、第１３号又は第１４号

イ」を加え、同項第１２号中「１３６，２００円」を「１５３，７００円」に

改め、同号ア中「１，０００万円未満」を「７２０万円未満」に改め、同号イ

中「に該当する者」の前に「、次号イ又は第１４号イ」を加え、同項第１３号

中「１４９，８００円」を「１８１，７００円」に改め、同号を同項第１５号

とし、同項第１２号の次に次の２号を加える。 



（１３） 次のいずれかに該当する者 １６０，７００円 

ア 合計所得金額が９２０万円未満であり、かつ前各号のいずれにも該当

しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当

する者を除く。） 

（１４） 次のいずれかに該当する者 １７４，７００円 

ア 合計所得金額が１，２００万円未満であり、かつ前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除

く。） 

第６条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同項第１号中「２０，４００円」を「１９，９００円」

に改め、同項第２号中「３０，６００円」を「３１，４００円」に改め、同項

第３号中「４４，２００円」を「４５，４００円」に改める。 

第８条第３項中「（１）」を「同号イ（１）」に、「又は第９号ロ」を「、

第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ又は第１３号ロ」に、「第９

号」を「第１３号」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 改正後の第６条の規定は、令和６年度以降の年度分の保険料から適用

し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

 



議案第３０号  
 
   豊明市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部改正について  
 豊明市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。  
 
  令和６年２月２６日提出  
 

豊明市長  小 浮 正 典      
 
   説 明  
 この案を提出するのは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準の一部改正に伴い必要があるからである。  



   豊明市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基 

準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

豊明市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２８年豊明市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第４

号中「第１１項」を「第１０項」に改め、同項第７号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１

号を加える。 

（５） 基準省令第３条の２２第９号の規定による身体的拘束等の態様及び 

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記 

録 

第１０条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第 

５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同

項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号と

し、同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３） 基準省令第１０条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、 

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１３条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３） 基準省令第２６条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、 

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１６条第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改



め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

（４） 基準省令第４０条の８第４号の規定による身体的拘束等の態様及び 

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記 

録 

第１９条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３） 基準省令第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、 

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第２４条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

第２６条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５

項を加える。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよ

うに努めなければならない。 

（１） 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対 

応を行う体制を、常時確保していること。 

（２） 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあっ 

た場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力

医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に

規定する第２種協定指定医療機関（以下「第２種協定指定医療機関」という。）



との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定指定

医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった

場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに

入居させることができるように努めなければならない。 

第２７条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

第３０条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。 

（１） 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対 

応を行う体制を、常時確保していること。 

（２） 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求 

めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第２種協定指定医療機

関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければ

ならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第２種

協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関



その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居

させることができるように努めなければならない。 

第３１条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

第３４条の見出し中「協力病院等」を「協力医療機関等」に改め、同条第１

項中「入院治療を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備

えるため」に、「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関

（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、

同項に次のただし書を加える。 

 ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。 

 第３４条第１項に次の３号を加える。 

（１） 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対 

応を行う体制を、常時確保していること。 

（２） 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場 

合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

（３） 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護 

老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療 

を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入 

れる体制を確保していること。 

第３４条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との

間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第２種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療

機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 



５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療

機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させ

ることができるように努めなければならない。 

第３５条第２項第２号から第６号まで並びに第４０条第２項第３号及び第６

号から第９号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 



議案第３１号  
 
   豊明市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並 

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な 

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

 豊明市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を別添のように定めるもの

とする。  
 
  令和６年２月２６日提出  
 

豊明市長  小 浮 正 典      
 
   説 明  
 この案を提出するのは、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い必要があるからである。  



   豊明市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並 

   びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な 

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

豊明市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例（平成２８年豊明市条例第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６

号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３） 基準省令第４２条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の 

行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時 

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第１２条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

 第１４条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５

項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。 

（１） 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対 

応を行う体制を、常時確保していること。 

（２） 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求 

めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 



４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

１７項に規定する第２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定

医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型イ

ンフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決

めるように努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種

協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所に速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

第１５条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



議案第３２号  

 
豊明市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について  

豊明市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別添のよう  

に定めるものとする。  

 
令和６年２月２６日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
説 明  

この案を提出するのは、地方自治法の一部を改正する法律が施行されること

に伴い、必要があるからである。  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



豊明市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

豊明市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年豊明市条例第４３号）の

一部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改め

る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 







議案第３４号 

 

 

 

 

 

令和５年度 

 

 

豊明市一般会計補正予算書（第１２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a



 

議案第３４号 

 
令和５年度豊明市一般会計補正予算（第１２号） 

 

 令和５年度豊明市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０４２，１５３千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，９５６，３９１千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

 歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の廃止及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

    令和６年２月２６日提出  

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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第２表　繰越明許費補正

　追　加

　変　更

事　業　名
千円 千円

１ 総務管理費 公共施設管理事業

第３表　債務負担行為補正

　追　加

第４表　地方債補正

　廃　止

　住民記録電算処理事業

　新型感染症予防接種事業

　街路事務事業

合　　　　　　　　　計

８ 土木費

８ 土木費 ４ 都市計画費 　都市計画事務事業

金　額
千円

16,115

9,406

6,160

2,213

33,894

清掃事務所屋根防水改修工事 7,100

証書借入
又は

証券発行

　4.0% 以内
 (ただし、利率見直し方式で借
  り入れる政府資金及び地方公

  共団体金融機構資金について、
  利率の見直しを行った後にお
  いては、当該見直し後の利率)

政府・県・その他の金融機関
については、その融資条件に
よる。ただし、財政の都合によ
り償還年限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に借換
えすることができる。

避難所用照明器具購入事業 1,600

新給食センター用地購入事業 139,500

千円

３ 戸籍住民基本台帳費

４ 都市計画費

１ 保健衛生費

千円

　共生交流プラザに係る指定管理者の指定（追加分）
　令和６年度から
　令和８年度まで

55,892

起  債  の  目  的 限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

事　　　　　　　　項 期　　間 限 度 額

補　　正　　後

事　業　名 金　額 金　額

２ 総務費 公共施設管理事業 156,910 174,461

款 項

款 項
補　　正　　前

４ 衛生費

２ 総務費

事　業　名

8



　変　更

補　　　　　正　　　　　後

限度額

76,100

勅使グラウンド改修事業 33,200

学校施設改修事業 256,700

図書館改修事業 83,800

臨時財政対策債

間米南部土地区画整理事業 161,500

50,600

三崎１４号線改良事業

三崎１４号線改良事業 12,900

保育園改修事業 36,100

起  債  の  目  的

間米南部土地区画整理事業 182,700

臨時財政対策債

起債の方法 利率 償 還 の 方 法

千円

147,800

証書借入
又は

証券発行

　4.0% 以内
 (ただし、利率見直し方式で借
  り入れる政府資金及び地方公

  共団体金融機構資金について、
  利率の見直しを行った後にお
  いては、当該見直し後の利率)

政府・県・その他の金融機関
については、その融資条件に
よる。ただし、財政の都合によ
り償還年限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に借換
えすることができる。

9,900

千円

保育園改修事業 61,400

証書借入
又は

証券発行

　4.0% 以内
 (ただし、利率見直し方式で借
  り入れる政府資金及び地方公

  共団体金融機構資金について、
  利率の見直しを行った後にお
  いては、当該見直し後の利率)

政府・県・その他の金融機関
については、その融資条件に
よる。ただし、財政の都合によ
り償還年限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に借換
えすることができる。

学校施設改修事業 302,200

図書館改修事業 76,200

勅使グラウンド改修事業

起  債  の  目  的
補　　　　　正　　　　　前

限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法
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議案第３５号 

 

 

 

 

 

令和５年度 

 

 

豊明市国民健康保険特別会計補正予算書（第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a



 

議案第３５号 

 
令和５年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和５年度豊明市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６４，６２２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，５８５，５２８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

 歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和６年２月２６日提出  

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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議案第３６号 

 

 

 

 

 

令和５年度 

 

 

豊明市介護保険特別会計補正予算書（第３号） 
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議案第３６号 

 
令和５年度豊明市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和５年度豊明市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９４，２９６千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，６２７，６０３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

 歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和６年２月２６日提出  

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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豊明市後期高齢者医療特別会計補正予算書（第３号） 
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議案第３７号 

 
令和５年度豊明市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和５年度豊明市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１，９９６千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，２６２，１４２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

 歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和６年２月２６日提出  

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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